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部会
ぶかい

作業
さぎょう

チーム
ち ー む

（障害
しょうがい

の範囲
はんい

と選択
せんたく

と決定
けってい

～障害
しょうがい

の範囲
はんい

） 議事
ぎ じ

要旨
よ う し

（１２月
がつ

７日分
にちぶん

） 

 

 

１．日時
にちじ

：平 成
へいせい

２２年
ねん

１２月
がつ

７日
か

（火
か

）１４：２５～１６：５５ 

 

２．場所
ばしょ

：厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

低層棟
ていそうとう

２階
かい

講堂
こうどう

 

 

３．出席者
しゅっせきしゃ

 

  田中
たなか

（伸
のぶ

）座長
ざちょう

、佐藤
さ と う

副座長
ふくざちょう

、氏
うじ

田
た

委員
いいん

、佐野
さ の

委員
いいん

、末 光
すえみつ

委員
いいん

、 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

、 

  福井
ふくい

委員
いいん

 

 

４．議事
ぎ じ

要旨
よ う し

 

（１） 障害者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

について 

 今回
こんかい

は、前回
ぜんかい

までの議論
ぎろん

において作業
さぎょう

チーム
ち ー む

案
あん

として合意
ごうい

に至
いた

った下記
か き

に示
しめ

す

障害
しょうがい

の定義
ていぎ

規定
きてい

について、問題点
もんだいてん

がないかについての再検討
さいけんとう

を行
おこな

った。 

 

（作業
さぎょう

チーム
ち ー む

案
あん

） 

「障
しょう

がい者
しゃ

とは、身体的
しんたいてき

または精神的
せいしんてき

な機能
きのう

障害
しょうがい

（慢性
まんせい

疾患
しっかん

に伴
ともな

う機能
きのう

障害
しょうがい

を含
ふく

む）を有
ゆう

する者
もの

と、これらの者
もの

に対
たい

する環境
かんきょう

に起因
きいん

する障壁
しょうへき

との間
あいだ

の相互
そうご

作用
さ よ う

により、

日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

に制限
せいげん

を受
う

ける者
もの

をいう。」 

 

ア
あ

 包括
ほうかつ

規定
きてい

とすることについての意見
いけん

 

 今回
こんかい

の作業
さぎょう

チーム
ち ー む

では、障
しょう

がい者
しゃ

制度
せいど

改革
かいかく

推進
すいしん

会議
かいぎ

において、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

改正
かいせい

案
あん

の「障害
しょうがい

」の定義
ていぎ

規定
きてい

が包括的
ほうかつてき

な規定
きてい

となる方向
ほうこう

に向
む

かっていることを踏
ふ

まえ

て、以下
い か

のような議論
ぎろん

がなされた。 

 

（ア） 疑問点
ぎもんてん

を指摘
してき

する意見
いけん

 

 ・基本法
きほんほう

における障害
しょうがい

の定義
ていぎ

は、広
ひろ

く包括的
ほうかつてき

な規定
きてい

となるのだろうが、サービス
さ ー び す

を提
てい

供
きょう

するための法
ほう

である総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

でも同
おな

じような規定
きてい

ぶりとすると、現場
げんば

で混乱
こんらん

するので
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はないか。 

 ・障害
しょうがい

の範囲
はんい

を広
ひろ

く取
と

って、制度
せいど

の谷間
たにま

のない総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

をつくるということだと思
おも

って

いるが、総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

は、包括的
ほうかつてき

な規定
きてい

をする基本法
きほんほう

よりも踏
ふ

み込
こ

んだ規定
きてい

にする必要
ひつよう

があるのではないか。 

 ・個
こ

別法
べつほう

で既
すで

に支援
しえん

の対象
たいしょう

であることが明確
めいかく

となっている身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

、知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

、

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

だけでなく現行
げんこう

の制度
せいど

では制度
せいど

の谷間
たにま

にある者
もの

が総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の対象
たいしょう

とな

ることを明確
めいかく

にする必要
ひつよう

があるのではないか。 

 ・重症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

は児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

に位置
い ち

づけられているが、１８歳
さい

以上
いじょう

をどうするかとい

う問題
もんだい

がある。そういった部分
ぶぶん

も含
ふく

めて、総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

では対象
たいしょう

から漏
も

れないということが

明確
めいかく

に分
わ

かる規定
きてい

が必要
ひつよう

だと思
おも

う。 

 

（イ）  支持
し じ

する意見
いけん

 

 ・「身体的
しんたいてき

または精神的
せいしんてき

な機能
きのう

障害
しょうがい

」とすれば、例外
れいがい

なく漏
も

れのない谷間
たにま

のない定
てい

義
ぎ

とすることができる。 

 ・例示
れいじ

列挙
れっきょ

とすると、定義
ていぎ

規定
きてい

に、どの障害
しょうがい

を入
い

れ、どの障害
しょうがい

を入
い

れないのかという話
はなし

になるし、新
あら

たな障害
しょうがい

が出
で

てきたときにも入
い

れて欲
ほ

しいという話
はなし

になる。その都度法
つどほ う

改正
かいせい

が必要
ひつよう

になることを考
かんが

えると、包括的
ほうかつてき

な規定
きてい

とする方
ほう

がよいのではないか。 

 ・現場
げんば

の混乱
こんらん

に対
たい

する対処
たいしょ

は必要
ひつよう

であると思
おも

うが、それは定義
ていぎ

を絞
しぼ

ったとしても起
お

こり

うる。障害者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

は包括的
ほうかつてき

に規定
きてい

し、サービス
さ ー び す

が必要
ひつよう

かどうか、どのような支援
しえん

が

必要
ひつよう

かについては、相談
そうだん

支援員
しえんいん

が判断
はんだん

するということではないか。人材
じんざい

の確保
かくほ

や

育成
いくせい

とも関
かか

わることであり、そのような対処
たいしょ

は考
かんが

える必要
ひつよう

がある。 

 

イ
い

 包括
ほうかつ

規定
きてい

とした場合
ばあい

における特定
とくてい

障害名
しょうがいめい

の例示
れいじ

の方策
ほうさく

について 

 ・法律
ほうりつ

の定義
ていぎ

では包括的
ほうかつてき

にした上
うえ

で、政
せい

省令
しょうれい

で具体的
ぐたいてき

な障害
しょうがい

を書
か

くという方法
ほうほう

もある

が、制 限
せいげん

列挙
れっきょ

となってしまわないか。 

 ・条文上
じょうぶんじょう

は包括
ほうかつ

規定
きてい

としつつ、申
しん

請書
せいしょ

の様式
ようしき

として、具体的
ぐたいてき

な障害名
しょうがいめい

を印字
いんじ

して

記載
きさい

しておくという方法
ほうほう

もあるのではないか。自閉症
じへいしょう

やアスペルガ
あ す ぺ る が

ー症候群
しょうこうぐん

などの

具体的
ぐたいてき

な障害名
しょうがいめい

を申請書
しんせいしょ

に印字
いんじ

しておき、これにチェック
ち ぇ っ く

を入
い

れるという形
かたち

とすれば、
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包括
ほうかつ

規定
きてい

にどのような障害
しょうがい

が含
ふく

まれるのかが申請書
しんせいしょ

で明
あき

らかとなる。 

 ・申
しん

請書
せいしょ

を漏
も

れのないような様式
ようしき

に工夫
くふ う

することは、良
よ

いことだと思
おも

う。 

 

ウ
う

 申
しん

請書
せいしょ

による例示
れいじ

の方策
ほうさく

に対
たい

する意見
いけん

 

 ・自己
じ こ

申告
しんこく

に有効性
ゆうこうせい

を持
も

たせるという提案
ていあん

だと思
おも

うが、正直
しょうじき

申
もう

し上
あ

げて心配
しんぱい

である。

それがどの程度
ていど

徹底
てってい

できるのか。これまでは、自己
じ こ

申告
しんこく

は無視
む し

されてきた。法的
ほうてき

な

拘束力
こうそくりょく

があれば、すばらしい。 

 ・今
いま

は、客観的
きゃくかんてき

に支援
しえん

が必要
ひつよう

と認
みと

められる手続
てつづ

きに沿
そ

うことが基本
きほん

の制度
せいど

だが、もう少
すこ

し本人
ほんにん

の希望
きぼう

が申請書
しんせいしょ

に書
か

けて、それが尊重
そんちょう

されるようになると良
よ

い。 

 

エ
え

 その他
た

の意見
いけん

・指摘
してき

 

 ・推進
すいしん

会議
かいぎ

の資料
しりょう

にある「周期的
しゅうきてき

に変動
へんどう

する状態
じょうたい

」というのは、１週間
しゅうかん

ごとに繰
く

り返
かえ

す

といった定期的
ていきてき

な変動
へんどう

を指
さ

すが、その表現
ひょうげん

だと、かなり限定
げんてい

される恐
おそ

れがある。 

 ・障害
しょうがい

の認定
にんてい

基準
きじゅん

は個
こ

別法
べっぽう

で規定
きてい

されている。その部分
ぶぶん

を変
か

えないで、新
あたら

しい障害
しょうがい

認
にん

定
てい

ができるのか。総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

において包括的
ほうかつてき

な規定
きてい

をしても、細部
さいぶ

は個
こ

別法
べっぽう

で

規定
きてい

となってしまうのではないか。総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

で認定
にんてい

基準
きじゅん

を規定
きてい

するのかどうか、ある

いは、総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の規定
きてい

で個
こ

別法
べっぽう

を拘束
こうそく

することができるのかなどの諸点
しょてん

を検討
けんとう

する

必要
ひつよう

がある。 

 ・基本法
きほんほう

と個
こ

別法
べっぽう

の真
ま

ん中
なか

にあるものが総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

というイメージ
い め ー じ

だが、個
こ

別法
べっぽう

との

関
かん

係
けい

を整理
せいり

する必要
ひつよう

はある。 

 ・新
あたら

しいことをやろうとしている中
なか

では、既存
きそん

の枠組
わくぐ

みを前提
ぜんてい

にする必要
ひつよう

はないのでは

ないか。 

 

（２） 手続
てつづき

規定
きてい

について 

 今回
こんかい

の作業
さぎょう

チーム
ち ー む

では、手続
てつづき

規定
きてい

における支援
しえん

の必要性
ひつようせい

、及
およ

び支援
しえん

の相当性
そうとうせい

に

対応
たいおう

する議論
ぎろん

がなされた。なお、手続
てつづき

規定
きてい

における各要件
かくようけん

と論点
ろんてん

との関係
かんけい

を整理
せいり

す

ると、以下
い か

のようになる。 
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A 支援
しえん

の必要性
ひつようせい

をしめす指標
しひょう

 

 A１ 「機能
きのう

障害
しょうがい

」を示
しめ

す客観的
きゃくかんてき

指標
しひょう

（支援
しえん

の必要性
ひつようせい

を示
しめ

す客観的
きゃくかんてき

側面
そくめん

） 

→論点
ろんてん

１ 機能
きのう

障害
しょうがい

の認定
にんてい

における医師
い し

以外
いがい

の専門
せんもん

職
しょく

の参加
さんか

について 

 

 A２ 本人
ほんにん

の支援
しえん

申請
しんせい

行為
こ うい

（支援
しえん

の必要性
ひつようせい

を示
しめ

す主観的
しゅかんてき

側面
そくめん

） 

→論点
ろんてん

２ 家族
かぞく

による申請
しんせい

、第三者
だいさんしゃ

の補佐
ほ さ

について 

 

 A３ 環境
かんきょう

による障壁
しょうへき

との相互
そうご

作用
さ よ う

により、日常
にちじょう

生活
せいかつ

または社会
しゃかい

生活
せいかつ

に制限
せいげん

を受
う

け

ている事実
じじつ

の認定
にんてい

 

→論点
ろんてん

３ 「環境
かんきょう

による障壁
しょうへき

との相互
そうご

作用
さ よ う

」の認定
にんてい

について 

 

B 支援
しえん

の相当性
そうとうせい

の確保
かくほ

 

 支援
しえん

の必要性
ひつようせい

に応
おう

じた相当
そうとう

な支援
しえん

計画
けいかく

の策定
さくてい

のための方法
ほうほう

 

→論点
ろんてん

４ 支援
しえん

計画
けいかく

の策定
さくてい

に対
たい

する意見
いけん

 

→論点
ろんてん

５ 地域間
ちいきかん

格差
かくさ

を生
う

まないための方策
ほうさく

について 

→論点
ろんてん

６ 窓口
まどぐち

の設
せつ

置場所
おきばじょ

について 

→論点
ろんてん

７ 当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

との連携
れんけい

について 

 

 

論点
ろんてん

１ 機能
きのう

障害
しょうがい

の認定
にんてい

における医師
い し

以外
いがい

の専門
せんもん

職
しょく

の参加
さんか

について 

ア
あ

 積極
せっきょく

意見
いけん

 

 この点
てん

については、以下
い か

のように、積極
せっきょく

に考
かんが

えることで一致
いっち

をみた。 

 

 ・様々
さまざま

な障害
しょうがい

に対応
たいおう

するためには、ぜひ活用
かつよう

すべきである。 

 ・専門
せんもん

職
しょく

はできるだけ幅広
はばひろ

くしたい。 

 ・申
しん

請書
せいしょ

の内容
ないよう

と専門
せんもん

職
しょく

の意見
いけん

で審査
しんさ

に入
い

り、支援
しえん

の必要性
ひつようせい

、相当性
そうとうせい

の判断
はんだん

につ

いては、チーム
ち ー む

で対応
たいおう

してはどうか。 

 

イ
い

 範囲
はんい
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 どの範囲
はんい

の専門
せんもん

職
しょく

の意見
いけん

を機能
きのう

障害
しょうがい

の認定
にんてい

に生
い

かしていくべきかについては、以下
い か

のような議論
ぎろん

がなされた。この範囲
はんい

を画
かく

する基準
きじゅん

としては、障害
しょうがい

特性
とくせい

に関
かん

する知識
ちしき

の

有無
う む

を挙
あ

げることができる。 

 

（ア
あ

） 積極
せっきょく

に考
かんが

えることができる専門
せんもん

職
しょく

 

 ・理学
り が く

療法士
りょうほうし

、作業
さぎょう

療法士
りょうほうし

、言語
げんご

聴覚士
ちょうかくし

、臨床
りんしょう

心理士
し ん り し

、発達
はったつ

心理士
し ん り し

、精神
せいしん

保健
ほけん

福祉士
ふ く し し

の参加
さんか

は十分
じゅうぶん

考
かんが

えられる。 

 ・看護師
かんごし

も、最近
さいきん

は障害
しょうがい

に関
かん

するカリキュラム
か り き ゅ ら む

も入
はい

ってきており、参加
さんか

が可能
かのう

と考
かんが

えら

れる。 

 

（イ
い

） 消極
しょうきょく

に考
かんが

えられる専門
せんもん

職
しょく

 

 ・社会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

や介護
かいご

福祉士
ふ く し し

は、機能
きのう

障害
しょうがい

の判定
はんてい

は難
むずか

しいのではないか。 

 ・介護
かいご

支援
しえん

専門員
せんもんいん

は、機能
きのう

障害
しょうがい

の判定
はんてい

は難
むずか

しいと思
おも

われる。 

 ・必
かなら

ずしも特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

の教員
きょういん

が特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

の免許
めんきょ

を持
も

っているわけではないの

で、機能
きのう

障害
しょうがい

の認定
にんてい

は難
むずか

しいのではないか。 

 

論点
ろんてん

２ 家族
かぞく

による申請
しんせい

、第三者
だいさんしゃ

の補佐
ほ さ

について 

 この点
てん

については、本人
ほんにん

が意思
い し

表示
ひょうじ

できない場合
ばあい

、家族
かぞく

も障害
しょうがい

を理解
りかい

していない

場合
ばあい

には、どのような手続
てつづ

きを用意
よ うい

するべきか。本人
ほんにん

または家族
かぞく

による申請
しんせい

だけでなく、

第三者
だいさんしゃ

の補佐
ほ さ

や、措置的
そちてき

な制度
せいど

なども必要
ひつよう

かという問題
もんだい

提起
ていき

を行
おこな

い、これに対
たい

して、

以下
い か

のような議論
ぎろん

がなされた。 

 

 ・できる限
かぎ

り本人
ほんにん

の意思
い し

を確認
かくにん

するとした上
うえ

で、それができない場合
ばあい

は身近
みぢか

な家族
かぞく

の

意
い

思
し

を確認
かくにん

することが原則
げんそく

。ただし、第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

を入
い

れる必要
ひつよう

もある。 

 ・家族
かぞく

は、支援
しえん

が必要
ひつよう

とは分
わ

かっても、具体的
ぐたいてき

にどのような支援
しえん

が必要
ひつよう

かまで分
わ

かると

は限
かぎ

らない。障害
しょうがい

の認定
にんてい

と受
う

けるサービス
さ ー び す

の選択
せんたく

の問題
もんだい

は切
き

り離
はな

した方
ほう

が整理
せいり

しや

すいのではないか。 

・重症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

の場合
ばあい

は、本人
ほんにん

の意思
い し

表示
ひょうじ

は困難
こんなん

だが、何
なん

らかの形
かたち

で確認
かくにん

はす
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る必要
ひつよう

はある。家族
かぞく

が代理
だいり

で意見
いけん

を表明
ひょうめい

するというのも現実
げんじつ

であるが、家族
かぞく

もいろいろ

あり、必
かなら

ずしも本人
ほんにん

の立場
たちば

を尊重
そんちょう

するとは限
かぎ

らないので第三者
だいさんしゃ

の関与
かんよ

も必要
ひつよう

ではない

か。また、幼児
よ う じ

の場合
ばあい

は、障害
しょうがい

の受
う

け止
と

め方
かた

が家族
かぞく

にもできていない場合
ばあい

があり、

専門的
せんもんてき

な支援
しえん

が必要
ひつよう

な場合
ばあい

は、第三者
だいさんしゃ

の支援
しえん

が必要
ひつよう

。 

 ・相談
そうだん

支援
しえん

機能
きのう

を充実
じゅうじつ

させ、本人
ほんにん

、家族
かぞく

を支援
しえん

することが重要
じゅうよう

である。 

 ・ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

をする人材
じんざい

の養成
ようせい

は必要
ひつよう

。 

 ・家族
かぞく

も含
ふく

めて障害
しょうがい

と認
みと

めたくないということもあるのではないか。障害者
しょうがいしゃ

をよく知
し

って

いるケアマネ
け あ ま ね

は少
すく

ない。社会的
しゃかいてき

な理解
りかい

と支援
しえん

基盤
きばん

を広
ひろ

げていく必要
ひつよう

がある。 

 

論点
ろんてん

３ 「環境
かんきょう

による障壁
しょうへき

との相互
そうご

作用
さ よ う

」の認定
にんてい

について 

 この点
てん

については、要件
ようけん

としての必要性
ひつようせい

も含
ふく

めて、以下
い か

のような議論
ぎろん

がなされた。 

 

（ア
あ

） 問題点
もんだいてん

を指摘
してき

する意見
いけん

 

 ・制 限
せいげん

が相互
そうご

作用
さ よ う

によることを条件
じょうけん

とするのは、ハードル
は ー ど る

が高
たか

いのではないか。

市町村
しちょうそん

において、障害者
しょうがいしゃ

が困
こま

っていることを認定
にんてい

できれば良
よ

いのではないか。 

例
たと

えば遷延性
せんえんせい

意識
いしき

障害
しょうがい

の方
かた

など、環境
かんきょう

と関係
かんけい

なく支援
しえん

が必要
ひつよう

な場合
ばあい

もある。 

 ・一般論
いっぱんろん

として障壁
しょうへき

があるというのは分
わ

かるが、障壁
しょうへき

との関係
かんけい

は個別
こべつ

事例
じれい

で様々
さまざま

であ

り、個別
こべつ

に全
すべ

て証明
しょうめい

する必要
ひつよう

はないのではないか。 

 

（イ
い

） 要件
ようけん

を必要
ひつよう

とする意見
いけん

 

 ・社会
しゃかい

モデル
も で る

の立場
たちば

から、障害
しょうがい

を参加
さんか

障害
しょうがい

と捉
とら

えるのであれば、本人
ほんにん

が申請
しんせい

する際
さい

に困
こま

っていることを訴
うった

えていれば、何
なん

らかの障壁
しょうへき

があることが推認
すいにん

できるのではないか。 

 ・支援
しえん

計画
けいかく

をたてる際
さい

に、適切
てきせつ

な支援
しえん

をするため、その人
ひと

が置
お

かれている個別
こべつ

具体的
ぐたいてき

な環境
かんきょう

を見
み

る必要
ひつよう

はある。 

 

（ウ
う

） 差別
さべつ

禁止法
きんしほう

における「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」との関係
かんけい

を指摘
してき

する意見
いけん

 

 ・環境
かんきょう

の障壁
しょうへき

は、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とする場面
ばめん

という言
い

い方
かた

もできるのではないか。 

 ・環境
かんきょう

の障壁
しょうへき

は、差別
さべつ

禁止法
きんしほう

で対応
たいおう

する部分
ぶぶん

もあると思
おも

う。 
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 ・法
ほう

のサービス
さ ー び す

の対象者
たいしょうしゃ

であることを市町村
しちょうそん

との間
あいだ

で確認
かくにん

する手続
てつづ

きに「合理的
ごうりてき

な

配慮
はいりょ

の必要性
ひつようせい

」を確認
かくにん

する必要
ひつよう

はないのではないか。 

 

論点
ろんてん

４ 支援
しえん

計画
けいかく

の策定
さくてい

に対
たい

する意見
いけん

 

 この点
てん

については、以下
い か

のような議論
ぎろん

がなされた。 

 

 ・現在
げんざい

、生 活
せいかつ

困難度
こんなんど

の尺度
しゃくど

の研究
けんきゅう

が進
すす

んでいるが、そのような支援
しえん

ニーズ
に ー ず

を把握
はあく

す

るためのツール
つ ー る

があると良
よ

い。 

 ・どのような支援
しえん

をするかは、柔軟
じゅうなん

に決
き

めるのが良
よ

い。本人
ほんにん

の支援
しえん

の希望
きぼう

を踏
ふ

まえて、

支援
しえん

の内容
ないよう

が提案
ていあん

され、やってみて、不合理
ふ ご う り

があれば修正
しゅうせい

していくという支援
しえん

創設型
そうせつがた

が良
よ

いのではないか。 

 ・支援
しえん

計画
けいかく

を立
た

てた後
あと

に、定期的
ていきてき

な見直
みなお

しをするのが良
よ

いのではないか。 

 ・見直
みなお

しにあたっては、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

との連携
れんけい

も重要
じゅうよう

である。 

 

論点
ろんてん

５ 地域間
ちいきかん

格差
かくさ

を生
う

まないための方策
ほうさく

について 

 地域間
ちいきかん

格差
かくさ

を生
う

まないため、窓口
まどぐち

において、理解
りかい

しにくい障害
しょうがい

の理解
りかい

をどのようにして

図
はか

っていくのかについては、以下
い か

のような議論
ぎろん

がなされた。 

 

 ・リーフレット
り ー ふれ っ と

は、日本
にほん

脳
のう

外傷
がいしょう

友
とも

の会
かい

でも作成
さくせい

し、県
けん

の支援
しえん

機関
きかん

にも作成
さくせい

してもらい、

広報
こうほう

をしているが、市町村
しちょうそん

まで配布
はいふ

されているところと、配布
はいふ

されていないところがある。 

 ・発達
はったつ

障害
しょうがい

の関係
かんけい

では、リーフレット
り ー ふれ っ と

、DVD、年 齢
ねんれい

ごとのガイドブック
が い ど ぶ っ く

などを作成
さくせい

して

いる。また、幼稚園
ようちえん

の先 生
せんせい

などに研修
けんしゅう

を受
う

けてもらい、支援
しえん

ニーズ
に ー ず

に気付
き づ

けるようにして

いる。さらに、子
こ

育
そだ

てのセミナ
せみな

ーを実施
じっし

し、育
そだ

てにくい子
こ

の育
そだ

て方
かた

の周知
しゅうち

や周囲
しゅうい

の理解
りかい

促進
そくしん

をしている。 

 ・発達
はったつ

障害
しょうがい

は、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

が大
おお

きな役割
やくわり

を果
は

たした。市町村
しちょうそん

レベル
れ べ る

で理解
りかい

を広
ひろ

げるためには、民間
みんかん

、一般
いっぱん

市民
しみん

との協働
きょうどう

が必須
ひっす

。７百万
ひゃくまん

から１千万人
せんまんにん

の発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

の支
し

援
えん

方
ほう

法
ほう

を作
つく

っていくためには、周
まわ

りを巻
ま

き込
こ

んで、環境
かんきょう

を作
つく

り、協働
きょうどう

してい

くことが必要
ひつよう

。 
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 ・てんかんに対
たい

する差別
さべつ

や無理解
むりかい

をなくしていくためには、教育
きょういく

が重要
じゅうよう

である。教科書
きょうかしょ

への明記
めいき

を文部
もんぶ

科学省
かがくしょう

に要望
ようぼう

しているが、あらゆる障害
しょうがい

の記載
きさい

は難
むずか

しいということで、

実
じつ

現
げん

していない。社会的
しゃかいてき

な周知
しゅうち

は、国
くに

を挙
あ

げてやる必要
ひつよう

がある。 

 ・一 番
いちばん

効果的
こうかてき

なのは、行政
ぎょうせい

のデータ
で ー た

を活用
かつよう

することである。例
たと

えば、引
ひ

きこもりの人
ひと

の

数
かず

などを地域
ちいき

ごとに比較
ひかく

して、自分
じぶん

の自治体
じちたい

が他
ほか

と比較
ひかく

してどのような位置
い ち

にいるのか

確認
かくにん

し、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

計画
けいかく

の策定
さくてい

に活
い

かすなど、活用
かつよう

するのが良
よ

いのではないか。 

 ・少
すく

なくとも窓口
まどぐち

で障害
しょうがい

の理解
りかい

が不十分
ふじゅうぶん

であった場合
ばあい

には、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

につなぐよう

なネットワーク
ね っ と わ ー く

があっても良
よ

いのではないか。 

 

論点
ろんてん

６ 窓口
まどぐち

の設
せつ

置場所
おきばじょ

について 

 この点
てん

については、以下
い か

のような意見
いけん

が出
だ

された。 

 

 ・できるだけ身近
みぢか

なところで認定
にんてい

してほしいというのはあるが、重症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

など数
かず

が少
すく

ない障害
しょうがい

の場合
ばあい

、すべて市町村
しちょうそん

でやれるかというところは懸念
けねん

がある。現実
げんじつ

問題
もんだい

として児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

ですら正
ただ

しく見
み

ることができていない。 

 

論点
ろんてん

７ 当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

との連携
れんけい

について 

 当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

との連携
れんけい

については、機能
きのう

障害
しょうがい

の認定
にんてい

の場面
ばめん

から、支援
しえん

計画
けいかく

の策定
さくてい

の場面
ばめん

に至
いた

るまで、幅広
はばひろ

い連携
れんけい

が必要
ひつよう

と考
かんが

えられる。各論点
かくろんてん

における意見
いけん

の他
ほか

、

以下
い か

のような意見
いけん

も出
だ

されている。 

 

 ・当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

が関
かか

わるのは重要
じゅうよう

。相談
そうだん

支援
しえん

だけでなく、事業
じぎょう

が適切
てきせつ

かなどの

モニタリン
も に た り ん

グ
ぐ

も、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

が一番
いちばん

よくできると思
おも

う。 

 

（３） 手帳
てちょう

制度
せいど

について 

 本作業
ほんさぎょう

チーム
ち ー む

では十分
じゅうぶん

に議論
ぎろん

することができなかったが、現行
げんこう

の手帳
てちょう

制度
せいど

について

は、よりよいものとするために、その問題点
もんだいてん

や具体的
ぐたいてき

改善
かいぜん

策
さく

などを議論
ぎろん

する場
ば

を別途
べっと

設
もう

けた上
うえ

で、議論
ぎろん

を尽
つ

くす必要
ひつよう

があるとの意見
いけん

が出
だ

されている。 
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 今後
こんご

の要検討
ようけんとう

事項
じ こ う

として、委員会
いいんかい

を立
た

ち上
あ

げるなどの具体
ぐたい

策
さく

を求
もと

めたい。 

 

                       以上
いじょう

 

 


